
区
議
会
第
２
回
定
例
会
で
、
日
本
共
産
党
区
議
団
は
、

多
子
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
料
の
負
担
軽
減
を
図
る
条
例

提
案
を
行
い
ま
し
た
。

提
案
の
内
容
は
、
国
保
料
の
う
ち
の
「
均
等
割
」
（
23

区
は
今
年
度
５
万
１
千
円
）
に
つ
い
て
、
18
歳
以
下
の
子

ど
も
が
３
人
以
上
い
る
世
帯
の
第
３
子
以
降
を
無
料
に
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。

収
入
の
な
い
子
ど
も
に
ま
で
賦
課
さ
れ
る
「
均
等
割
」

は
、
家
族
の
数
が
増
え
る
ご
と
に
加
算
さ
れ
る
仕
組
み
で
、

多
子
世
帯
の
国
保
料
を
高
騰
さ
せ
る
重
大
要
因
と
な
っ
て

い
ま
す
。
〝
ま
る
で
人
頭
税
〟
〝
子
育
て
支
援
に
逆
行
〟

な
ど
批
判
の
声
が
上
が
り
、
全
国
知
事
会
や
特
別
区
長
会

な
ど
か
ら
も
見
直
し
が
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
国
は
対

応
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
も
と
で
も
、
都
内
で
は
、

東
大
和
市
や
昭
島
市
な
ど
が
、
市
独
自
に
子
ど
も
の
均
等

割
負
担
軽
減
を
行
っ
て
い
ま
す
。

党
区
議
団
の
提
案
が
実
現
す
れ
ば
、
子
ど
も
が
３
人
い

る
世
帯
で
は
年
額
５

万
１
千
円
、
子
ど
も

４
人
の
世
帯
で
は
年

額
10
万
２
千
円
の
負

担
軽
減
に
な
り
ま
す
。

条
例
提
案
に
あ
た

り
、
党
区
議
団
は
、

他
会
派
、
議
員
に
共

同
提
案
や
賛
同
を
呼

び
か
け
ま
し
た
。

党
区
議
団
が
提
案
し
た
条
例
案
は
、
６
月
５
日
の
保
健

福
祉
委
員
会
で
審
議
さ
れ
ま
し
た
。
各
会
派
の
委
員
か
ら
、

「
財
源
は
ど
う
す
る
の
か
？
」
「
他
自
治
体
の
状
況
は
？
」

な
ど
の
質
問
が
出
さ
れ
、
私
く
す
や
ま
美
紀
と
富
田
た
く

議
員
が
答
弁
に
立
ち
ま
し
た
。

審
議
の
途
中
、
公
明
党
の
委
員
か
ら
継
続
審
議
を
求
め

る
動
議
が
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
継
続
審
議
と
な
り
ま

し
た
。
今
回
の
審
議
で
可
決
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念

で
す
が
、
党
区
議
団
の
提
案
内
容
を
他
会
派
も
否
定
で
き

ず
、
継
続
審
議
と
な
っ
た
こ
と
は
重
要
で
す
。

実
現
に
向
け
て
、
今
後
も
力
を
尽
く
し
て
い
く
決
意
で

す
。

子育て世帯の国保料軽減へ 議員提案
保健福祉委員会で継続審議に！

日本共産党杉並区議会議員

くすやま美紀（樟山みき）活動報告
２０１８．６．１３ ＮＯ，２２３
連絡先 荻窪５－１５－１９－７０４ 電話・ＦＡＸ ５９３２－６１７０
区議会控室 ３３１２－２１１１（内）２３１９

多
子
世
帯
の
負
担
軽
減
は
切
実

継
続
審
議
は
重
要
な
成
果

実
現
に
向
け
、
今
後
も
全
力

本
会
議
で
、
条
例
提
案
の
趣
旨
説
明

お困りごと・ご相談は、お気軽に上記連絡先まで、お電話ください

■党区議団の提案を実施した場合

杉並区の対象世帯は４３９世帯

対象人数は５３８人。

予算額は２７４３万８千円。

■他自治体等の状況

都内では、東大和市は第３子以降の

均等割無料。昭島市は第２子半額、第

３子以降は９割減額。清瀬市は所得３

００万円未満で法定減免の２割減額ま

での世帯の第２子以降を半額。

都外では、埼玉県ふじみ野市が第３

子以降を無料。



長時間、深夜にわたる田中区長の公用車使用
異常な実態を告発！

区
議
会
第
２
回
定
例
会
で
、
日
本
共
産
党

区
議
団
は
、
第
１
回
定
例
会
に
続
き
、
田
中

区
長
の
公
用
車
使
用
問
題
を
追
及
し
ま
し
た
。

党
区
議
団
は
、
田
中
区
長
の
公
用
車
の
運

転
日
誌
を
徹
底
調
査
。
そ
の
結
果
、
新
宿
区

へ
の
移
動
の
回
数
が
ず
ば
抜
け
て
多
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
昨
年
１
年
間
で
、
行
き

先
が
新
宿
区
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
48
日
。

ほ
ぼ
毎
週
、
公
用
車
で
新
宿
区
に
行
っ
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
午
後
５
時
以
降
に
区
役
所
を
出

発
し
て
新
宿
区
に
向
か
っ
た
日
が
19
日
、
公

用
車
の
帰
り
が
午
前
０
時
を
過
ぎ
た
ケ
ー
ス

は
６
日
、
新
宿
区
各
所
と
記
載
さ
れ
た
日
が

15
日
あ
り
ま
し
た
。
党
区
議
団
は
、
区
長
の

行
動
日
程
を
開
示
請
求
し
ま
し
た
が
、
新
宿

に
行
っ
た
48
日
の
う
ち
、
公
的
な
記
録
が
残

さ
れ
て
い
な
い
日
が
28
日
分
も
あ
り
、
利
用

実
態
が
不
透
明
で
、
果
た
し
て
公
務
と
い
え

る
の
か
疑
問
で
す
。

党
区
議
団
は
「
こ
の
運
転
日
誌
を
見
た
区

民
が
、
新
宿
で
飲
食
店
を
は
し
ご
し
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
も
当
然
で
は
な
い
の
か
。

事
実
を
明
ら
か
に
せ
よ
」
と
迫
り
ま
し
た
。

区
は
「
新
宿
区
へ
の
移
動
が
多
い
の
は
都

庁
な
ど
の
行
政
機
関
な
ど
が
多
数
あ
る
た
め
。

区
政
と
関
係
を
有
す
る
様
々
な
立
場
の
人
と

会
う
際
に
、
双
方
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
確
認

し
昼
間
に
時
間
が
取
れ
な
い
場
合
に
は
夜
に

懇
談
す
る
こ
と
も
あ
る
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。

新
宿
区
だ
け
で
な
く
、
年
間
を
通
し
て
、

深
夜
ま
で
の
公
用
車
使
用
が
常
態
化
し
て
い

る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年
の

運
行
記
録
で
は
、
公
用
車
が
区
役
所
に
戻
っ

た
時
間
が
深
夜
11
時
を
超
え
た
日
数
は
、
運

行
日
の
約
３
割
の
80
日
、
そ
の
う
ち
深
夜
の

午
前
０
時
以
降
は
27
日
も
あ
り
ま
し
た
。

区
長
が
、
深
夜
ま
で
公
用
車
を
使
用
し
て

い
る
た
め
に
、
運
転
手
（
企
業
に
委
託
）
の

超
過
勤
務
は
毎
月
１
０
０
時
間
以
上
、
最
長

で
２
２
０
時
間
の
月
も
あ
り
ま
し
た
。
区
は

「
委
託
事
業
者
が
、
そ
の
責
任
の
下
で
適
切

に
対
処
し
て
い
る
と
受
け
止
め
て
い
る
」
と

答
弁
。
な
ん
ら
問
題
な
し
と
す
る
認
識
を
示

し
ま
し
た
。

公
用
車
で
ほ
ぼ
毎
週
新
宿
区
へ

公
務
内
容
示
す
文
書
は
示
さ
れ
ず

■２０１７年、区長公用車の使用日数 ２８３回

・深夜１１時以降まで使用した日数 ８０日

（年間の２８．３％）

・うち午前０時以降まで使用した日数 ２７日

・新宿区に行った日数 ４８日

・うち新宿区内各所との記載 １５日

・例 ３月１５日

午後９時15分に区役所を出発、区内経由で新

宿区に行き、公用車が区役所に戻ったのは午前

１時３０分

運
転
手
の
異
常
な
労
働
実
態

過
労
死
ラ
イ
ン
を
超
え
る
超
過
勤
務

12
日
朝
、
荻
窪
駅
北
口
で
の
宣
伝

区
長
選
挙
、
区
議
会
議
員
補
欠
選

挙
が
目
前
に
迫
り
ま
し
た
。

日
本
共
産
党
の
野
垣
あ
き
こ
区
議

補
選
予
定
候
補
は
、
「
区
長
の
横
暴

に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
い
、
積
極
的

な
提
案
で
区
政
を
動
か
す
日
本
共
産

党
の
議
席
を
増
や
し
、
田
中
区
長
の

区
政
私
物
化
や
区
立
施
設
つ
ぶ
し
、

国
保
料
の
値
上
げ
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ

ま
し
ょ
う
」
と
訴
え
て
い
ま
す
。

区長選挙・区議補選
17日告示 24日投票

夜
な
夜
な
飲
食
店
を
は
し
ご
か
？


